
三
五

明
治
期
の
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
実
態
と
そ
の
変
遷
（
都
築
）

一
、
は
じ
め
に

明
治
期
の
中
学
校
に
お
け
る
「
国
文
学
史
」
は
、
今
日
の
国
語
教
育
に
お
け
る

「
古
文
」
の
原
初
的
形
態
を
示
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る

1

。
し
か
し
、
中

学
校
に
お
け
る
「
国
文
学
史
」
の
教
授
は
極
め
て
移
り
変
わ
り
の
激
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。
明
治
二
三
年
に
「
日
本
文
学
全
書
」
が
刊
行
さ
れ
、
国
文
学
研
究
が
興

隆
す
る
と
と
も
に
、「
国
文
学
史
」
が
成
立
し
て
い
く
が
、「
国
文
学
史
」
が
中
学

校
の
教
育
内
容
と
し
て
初
め
て
法
令
に
登
場
す
る
の
は
明
治
三
四
年
「
中
学
校
令

施
行
規
則
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
十
年
後
の
明
治
四
四
年
に
は
「
中
学

校
令
施
行
規
則
」「
中
学
校
教
授
要
目
」
が
改
正
さ
れ
、「
国
文
学
史
」
は
法
令
の

中
か
ら
そ
の
姿
を
消
し
て
い
る
。
だ
が
、
昭
和
六
年
「
中
学
校
教
授
要
目
」
改
正

で
は
再
び
中
学
校
の
教
育
内
容
に
「
国
文
学
史
」
が
復
活
す
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
事
実
は
知
ら
れ
て
い
て
も
実
際
に
国
文
学
史
教
育
が
ど
の
よ
う

な
目
的
や
方
法
・
内
容
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て

論
じ
た
研
究
は
数
少
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
明
治
期
に
行
わ
れ
て
い
た
国
文
学
史
教
育
の
実
態

を
よ
り
具
体
的
に
探
る
た
め
、
実
際
に
教
授
さ
れ
る
内
容
を
最
も
よ
く
反
映
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
国
文
学
史
教
科
書
に
焦
点
を
当
て
た
。
そ
し
て
、
検
定
を
受

け
た
教
科
書
を
対
象
に
悉
皆
調
査
を
行
う
こ
と
か
ら
始
め
た
。
教
科
書
に
は
緒
言

や
凡
例
の
形
で
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
そ
の
教
科
書
が
編
纂
さ
れ
た
の
か
が
わ
か

る
。
そ
れ
と
同
時
に
当
時
の
国
文
学
史
教
育
の
状
況
や
問
題
点
も
端
的
に
示
さ
れ

て
お
り
、
国
文
学
史
教
育
の
実
態
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
、
今
回
緒
言
や
凡
例
を

引
用
し
た
教
科
書
は
す
べ
て
検
定
を
通
過
し
た
も
の
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、
教

科
書
そ
れ
ぞ
れ
の
緒
言
や
凡
例
の
内
容
は
当
時
の
状
況
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
こ

と
な
く
、
標
準
的
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
国
文
学
史
教
科
書
に
文
例
と
し
て
収
録
さ
れ
た
近
古
（
中
世
）
や
中

古
の
文
学
作
品
に
も
注
目
し
、
明
治
期
に
ど
の
よ
う
な
作
品
が
規
範
と
な
っ
て
教

授
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
実
態
に
も
迫
り
た
い
と
思
う
。
適
宜
当
時
の
法
令
を

参
照
し
な
が
ら
、
法
令
だ
け
で
は
具
体
的
に
見
え
て
こ
な
か
っ
た
国
文
学
史
教
育

の
実
態
を
教
科
書
レ
ベ
ル
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る

2

。
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二
、 

明
治
三
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
以
前
の
国
文
学
史

教
育
の
状
況

戦
前
の
中
等
教
育
の
中
で
、
国
文
学
史
教
育
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
最
初
の
法
令

は
明
治
二
五
年
「
尋
常
師
範
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
に
な
る
。「
尋
常
師
範
学

校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
で
は
「
第
三
学
年
」
に
「
毎
週
二
時
」
で
「
文
学
史
ノ
大

要
」・「
作
文
」・「
読
書
作
文
ヲ
教
授
ス
ル
順
序
方
法
」
を
教
授
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
法
令
に
基
づ
き
、『
教
科
適
用
日
本
文
学
小
史
』【
１
】
が

国
文
学
史
教
科
書
と
し
て
検
定
を
通
過
し
て
い
る
。
そ
の
『
教
科
適
用
日
本
文
学

小
史
』
の
緒
言
に
は
次
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

余
輩
さ
き
に
日
本
文
学
史
を
著
は
し
て
、
之
を
公
に
せ
し
に
、
未
だ
周
歳
な

ら
ず
し
て
、
三
た
び
そ
の
板
を
改
む
る
に
至
り
ぬ
。
然
る
に
、
地
方
の
師
範

学
校
中
学
校
等
に
於
て
、
国
語
を
教
授
せ
ら
る
ゝ
諸
氏
よ
り
、
日
本
文
学
史

は
、
巻
帙
稍
浩
瀚
に
し
て
、
教
場
に
用
ふ
る
に
は
便
な
ら
ず
。
之
を
縮
約
し

て
、
教
科
用
書
に
適
せ
し
め
よ
と
、
勧
誘
せ
ら
る
ゝ
こ
と
し
ば
〳
〵
な
り
。

加
之
、
昨
年
七
月
、
文
部
省
は
師
範
学
校
令
を
改
正
し
て
、
国
語
科
の
中
に

は
、
文
学
史
を
も
課
す
る
こ
と
ゝ
な
さ
れ
つ
。
中
学
校
も
ま
た
、
一
般
に
さ

る
こ
と
ゝ
な
ら
ん
。（
明
治
二
六
年
三
月
）

こ
の
緒
言
か
ら
「
国
文
学
史
」
は
『
教
科
適
用
日
本
文
学
小
史
』
が
刊
行
さ
れ

る
以
前
か
ら
師
範
学
校
や
中
学
校
で
教
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
中

学
校
に
お
い
て
は
、
法
令
の
定
め
が
な
い
状
態
で
あ
っ
て
も
「
国
文
学
史
」
が
教

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

3

。『
中
学
国
文
史
』【
２
】
例
言
（
明
治
二
八
年
一
〇

月
）
に
お
い
て
も
、「
此
の
文
学
史
は
尋
常
中
学
校
国
文
科
の
最
後
半
期
に
充
て

得
べ
き
も
の
に
し
て
」
と
あ
り
、
中
学
校
で
「
国
文
学
史
」
を
教
授
す
る
こ
と
は

遅
く
と
も
明
治
二
〇
年
代
後
半
に
は
常
態
化
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て

『
教
科
適
用
日
本
文
学
小
史
』
の
緒
言
は
共
著
の
形
を
取
っ
て
い
る
た
め
、
三
上

参
次
・
高
津
鍬
三
郎
ど
ち
ら
が
中
心
と
な
っ
て
書
き
記
し
た
の
か
は
わ
か
り
か
ね

る
が
、「
中
学
校
も
ま
た
、
一
般
に
さ
る
こ
と
ゝ
な
ら
ん
」
と
、
今
後
法
令
の
上

で
も
「
国
文
学
史
」
が
中
学
校
の
教
育
内
容
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
で
「
国
文
学
史
」
が

教
授
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ま
で
に
は
、
明
治
二
七
年
「
尋
常
中
学
校
国
語
科
の
要

領
」、
明
治
三
一
年
「
尋
常
中
学
校
国
語
科
教
授
細
目
」
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら

れ
る
が
、
明
治
二
〇
年
代
半
ば
に
は
す
で
に
法
令
に
よ
っ
て
「
国
文
学
史
」
を
中

学
校
の
教
育
内
容
に
組
み
込
も
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る

4

。

ま
た
『
教
科
適
用
日
本
文
学
小
史
』
に
は
「
か
の
文
学
史
を
教
科
用
書
と
せ
る

学
校
さ
へ
あ
り
」
と
、
明
治
二
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
三
上
・
高
津
『
日
本
文
学
史
』

が
そ
の
ま
ま
中
等
教
育
の
現
場
で
用
い
ら
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
明
治
二
三
年

に
は
『
日
本
文
学
史
』
以
外
に
も
上
田
万
年
『
国
文
学
』
や
芳
賀
矢
一
・
立
花
銑

三
郎
『
国
文
学
読
本
』
が
「
国
文
学
史
」
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る

が
、
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
科
書
は
『
日
本
文
学
史
』
を
起
点
に
、
そ

れ
に
倣
う
形
で
そ
の
後
の
教
科
書
が
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
。『
新
体
日
本
文
学
史
』

【
12
】
凡
例
に
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

往
年
、
三
上
・
高
津
・
両
先
生
の
日
本
文
学
史
の
上
梓
せ
ら
れ
て
よ
り
以

降
、
多
々
続
出
せ
し
文
学
史
教
科
書
は
、
大
抵
そ
の
体
に
倣
ひ
た
る
も
の
な
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れ
ば
、
中
等
教
育
の
教
科
用
書
と
し
て
は
、
不
便
少
か
ら
ざ
る
事
、
知
己
の

実
話
と
不
肖
の
実
験
と
に
よ
り
て
、
明
白
と
な
り
ぬ
。（
明
治
三
五
年
一
月
）

『
日
本
文
学
史
』
は
各
時
代
ご
と
に
総
論
を
入
れ
、
散
文
・
和
歌
（
韻
文
）・
雅

文
と
い
っ
た
文
体
ご
と
に
立
項
す
る
形
態
を
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
散
文
も
「
随

筆
の
文
」「
歴
史
体
の
文
」「
紀
行
の
文
」
と
文
の
形
態
に
則
し
て
分
類
さ
れ
て
い

る
。「
尋
常
師
範
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
に
は
「
文
学
史
ノ
大
要　

片
仮
名
平

仮
名
ノ
起
源
ヨ
リ
国
文
学
ノ
発
達
変
遷
ノ
要
略
ヲ
授
ケ
古
今
諸
体
ノ
文
章
及
歌
ノ

中
標
準
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
講
読
セ
シ
ム
」
と
、
標
準
と
な
る
文
体
を
意
識
し
、

そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
「
国
文
学
史
」
は
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の

目
的
と
『
日
本
文
学
史
』
の
構
成
内
容
は
一
致
し
合
う
。
中
等
教
育
に
お
い
て
『
日

本
文
学
史
』
は
文
体
の
変
遷
を
理
解
す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ま
ず
は
必
要

と
さ
れ
、
そ
の
後
の
国
文
学
史
教
科
書
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
『
日
本
文
学
史
要
』【
３
】
緒
言
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

従
来
此
種
の
著
書
二
三
あ
り
と
雖
も
、
或
は
雅
文
、
雅
歌
等
に
煩
に
し
て
、

近
古
の
時
代
文
学
に
簡
に
、
或
は
文
学
全
体
の
時
代
的
変
遷
に
専
ら
に
し

て
、
其
部
分
的
変
遷
、
即
ち
各
種
の
文
体
の
変
遷
を
遺
却
し
た
る
に
似
た
り
。

故
に
著
者
の
最
も
注
意
せ
し
は
、
此
点
を
補
は
ん
と
す
る
に
在
り
き
。
さ
れ

ど
、
か
の
細
目
に
規
定
し
た
る
、
僅
々
十
時
の
間
に
、
完
全
な
る
文
学
史
を

教
授
せ
ん
こ
と
は
、
望
み
得
べ
き
こ
と
に
非
ざ
れ
ば
、
私
意
を
以
て
、
こ
と

さ
ら
に
取
捨
せ
る
所
、
時
に
軽
重
大
小
を
失
し
た
る
こ
と
な
き
を
保
せ
ず
。

（
明
治
三
一
年
初
秋
）

こ
の
緒
言
も
国
文
学
史
教
育
の
目
的
と
し
て
文
体
の
変
遷
を
学
ぶ
こ
と
を
重
要

視
し
て
い
る
。
し
か
し
「
か
の
細
目
」
と
あ
る
「
尋
常
中
学
校
国
語
科
教
授
細
目
」

で
は
、
第
五
学
年
の
教
育
内
容
と
し
て
「
毎
週
講
読
科
ノ
一
時
間
ヲ
用
ヒ
テ
廿
回

以
内
ニ
便
宜
国
文
学
史
ノ
概
略
ヲ
授
ク
」
と
「
尋
常
師
範
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」

と
比
べ
て
も
少
な
い
授
業
時
数
が
定
め
ら
れ
、
国
文
学
史
教
科
書
は
そ
の
内
容
を

精
選
し
て
い
く
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
次
の
『
中
等
教
科
日
本
文
学
史
』【
５
】

緒
言
で
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

我
が
文
学
の
粋
と
称
せ
ら
れ
た
る
平
安
朝
時
代
の
源
氏
物
語
、
枕
草
紙
等
の

文
、
江
戸
時
代
の
戯
曲
小
説
等
の
文
は
、
中
等
教
育
の
学
校
に
於
け
る
生
徒

の
、
そ
の
教
育
の
上
に
て
学
ぶ
こ
と
を
得
ざ
る
所
の
も
の
な
り
。
ま
た
歌
及

び
謡
物
の
類
も
、
僅
に
そ
の
一
端
を
窺
ひ
得
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
こ
は
決

し
て
読
本
編
纂
者
の
罪
に
あ
ら
ず
、
学
校
の
課
程
の
上
よ
り
、
或
は
又
教
育

そ
の
も
の
ゝ
上
よ
り
、
中
等
教
育
の
学
校
に
於
け
る
生
徒
の
窺
ふ
こ
と
を
許

さ
れ
ざ
る
所
の
も
の
な
り
。

著
者
の
感
ず
る
所
は
、
第
一
に
読
本
と
の
連
絡
、
第
二
に
文
学
そ
の
も
の
ゝ

価
値
を
詳
論
す
る
よ
り
も
、
寧
ろ
文
体
変
遷
の
概
略
を
説
か
ん
こ
と
こ
れ
な

り
。（
明
治
三
三
年
二
月
）

こ
こ
で
も
「
国
文
学
史
」
に
よ
っ
て
文
体
の
変
遷
を
理
解
さ
せ
る
と
い
う
目
的

は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
国
文
学
史
教
科
書
と
読
本
と
が
相
互
に
補
完
し
合

う
関
係
を
作
り
、「
保
元
物
語
、
平
治
物
語
、
源
平
盛
衰
記
、
平
家
物
語
、
太
平
記
、

増
鏡
、
徒
然
草
、
神
皇
正
統
記
、
土
佐
日
記
、
大
鏡
、
栄
花
物
語
、
十
六
夜
日
記
、

及
び
江
戸
時
代
の
和
漢
混
合
文
、
万
葉
集
以
後
の
歌
」
な
ど
多
く
の
読
本
が
収
録

し
て
い
る
作
品
を
文
例
か
ら
削
る
こ
と
で
、
少
な
い
授
業
時
数
に
対
応
し
て
い
く
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方
法
が
取
ら
れ
た
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
は
、「
尋
常
中
学
校
国

語
科
教
授
細
目
」
に
も
そ
の
名
が
見
え
ず
、「
講
読
」
の
内
容
と
し
て
は
不
適
当

と
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、「
国
文
学
史
」
を
教
授
す
る
一
環

で
そ
れ
ら
の
作
品
を
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
意
識
も
垣
間
見
え
て
い
る
。

三
、 

明
治
三
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
か
ら
明
治
四
四
年

「
中
学
校
令
施
行
規
則
」改
正
ま
で
の
国
文
学
史
教
育
の
状
況

三
・
一
、
国
文
学
史
教
育
の
目
的
の
変
遷

明
治
三
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
以
前
に
お
い
て
は
、「
国
文
学
史
」
を

学
ぶ
主
な
目
的
は
「
文
体
の
変
遷
」
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
明

治
三
五
年
「
中
学
校
教
授
要
目
」
に
お
い
て
も
、
教
育
内
容
と
し
て
「
各
種
ノ

文
体
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
国
文
学
史
教
科
書
』【
７
】
緒
言
（
明
治

三
五
年
一
月
）
に
は
「
国
文
学
史
は
、
国
民
の
精
神
生
活
の
変
遷
を
も
語
る
べ
き
」

と
、「
文
体
の
変
遷
」
以
外
に
も
「
国
民
の
精
神
生
活
の
変
遷
」
を
理
解
す
る
こ

と
も
、「
国
文
学
史
」
を
学
ぶ
意
義
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。『
中
学
国
文
学

史
』【
11
】
凡
例
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

文
学
史
を
授
く
る
は
、
単
に
、
歌
文
の
由
来
発
達
を
知
ら
し
む
る
の
み
な
ら

ず
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
国
民
志
想
の
変
遷
せ
る
次
第
を
も
、
知
ら
し
む
る
も

の
な
れ
ば
、
亦
、
極
め
て
必
須
の
学
科
な
り
。（
記
載
年
月
不
明
）

こ
う
し
た
記
述
か
ら
明
治
三
四
・
三
五
年
を
起
点
に
「
国
文
学
史
」
が
徐
々
に

「
文
体
の
変
遷
」
を
学
ぶ
も
の
か
ら
「
国
民
精
神
・
国
民
思
想
の
変
遷
」
を
学
ぶ

も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
状
況
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
後
、
明
治
三
七
年
に
刊

行
さ
れ
た
『
新
体
日
本
文
学
史
教
科
書
』【
18
】
凡
例
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

従
来
、
日
本
文
学
史
の
教
授
が
、
と
か
く
時
代
思
想
の
変
遷
を
疎
か
に
し
、

書
籍
の
解
題
と
著
者
の
伝
記
と
の
み
に
終
り
や
す
き
を
以
て
、
さ
き
の
原
本

は
力
め
て
こ
の
弊
を
矯
正
せ
ん
と
し
た
り
と
い
へ
ど
も
、
一
時
の
急
激
な
る

変
動
を
恐
れ
て
、
多
少
、
在
来
の
面
目
を
存
せ
し
め
た
り
き
。（
明
治
三
七

年
六
月
）

従
来
の
国
文
学
史
教
育
に
お
い
て
主
な
目
的
と
さ
れ
た
「
文
体
の
変
遷
」
を
学

ぶ
こ
と
が
、
こ
の
凡
例
か
ら
は
見
え
ず
、
む
し
ろ
従
の
目
的
で
あ
っ
た
「
時
代
思

想
の
変
遷
」
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
姿
勢
が
前
面
に
現

れ
て
く
る
。
明
治
三
七
年
に
は
日
露
戦
争
が
起
き
る
な
ど
、
明
治
三
〇
年
代
後
半

は
国
家
意
識
が
ま
す
ま
す
昂
揚
し
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
状

況
の
中
、「
国
文
学
史
」
は
「
国
民
思
想
の
変
遷
」
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
で

あ
る
と
、
そ
の
学
ぶ
目
的
が
変
容
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
教
科
書
に
あ
る
上
代
文
・
中
古
文
の
文
例
を
生
徒
に
読

ま
せ
る
た
め
に
は
、
原
態
の
表
記
を
改
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は

「
文
体
の
変
遷
」
を
学
ぶ
こ
と
に
反
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
し
た

状
況
を
見
る
と
「
文
体
の
変
遷
」
を
実
際
の
授
業
で
学
ん
で
い
く
こ
と
は
相
当
困

難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
も
「
国
文
学
史
」
を
学
ぶ
目
的
に

影
響
を
与
え
て
い
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

そ
し
て
、
明
治
四
〇
年
代
に
は
「
国
民
思
想
の
変
遷
」
が
「
国
民
性
の
変
遷
」

と
い
う
言
葉
に
組
み
換
え
ら
れ
て
い
く
。『
新
体
国
文
学
史
教
本
』【
23
】
端
書
「
此



三
九

明
治
期
の
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
実
態
と
そ
の
変
遷
（
都
築
）

書
を
読
ま
ん
生
徒
諸
君
に
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

文
学
史
は
、
政
治
史
が
、
制
度
治
乱
の
事
実
に
よ
り
て
国
家
の
沿
革
を
明
ら

む
る
に
比
し
て
、
文
学
に
あ
ら
は
れ
た
る
現
象
に
よ
り
て
、
国
民
性
の
発
達

を
た
ど
る
も
の
な
り
。（
明
治
四
二
年
一
二
月
）

こ
の
端
書
は
芳
賀
矢
一
『
国
民
性
十
論
』
か
ら
の
影
響
を
受
け
、「
国
民
性
」

と
い
う
言
葉
で
国
文
学
史
教
育
の
目
的
を
語
る
初
期
の
例
に
あ
た
る
。『
国
民
性

十
論
』
は
明
治
四
〇
年
一
二
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
た
め
、『
新
体
国
文
学
史
教

本
』
は
『
国
民
性
十
論
』
の
内
容
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
た
国
文
学
史
教
科
書
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
展
開
の
早
さ
も
す
で
に
国
文

学
史
教
育
が
「
国
民
思
想
の
変
遷
」
を
理
解
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
・
二
、
国
文
学
史
教
育
の
方
法
の
変
遷

明
治
三
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
か
ら
、
法
令
上
初
め
て
中
学
校
で
「
国

文
学
史
」
が
教
授
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
中
学
校
で
国
文
学

史
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
第
二
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

こ
で
行
わ
れ
た
国
文
学
史
教
科
書
と
読
本
と
の
関
係
を
密
に
し
、
授
業
時
数
の
少

な
さ
を
読
本
に
よ
っ
て
補
う
と
い
う
方
法
は
初
期
の
段
階
か
ら
す
で
に
多
く
の
問

題
を
抱
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
国
文
学
史
教
科
書
』【
７
】
緒
言
に
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

国
文
学
史
の
教
科
書
は
、
数
部
出
版
さ
れ
て
居
る
が
、
何
れ
も
分
量
が
多
き

に
過
ぎ
て
、
少
時
間
に
は
授
け
難
い
し
、
一
二
分
量
の
す
く
な
い
も
の
も
あ

る
が
、
こ
れ
は
又
、
あ
ま
り
に
無
味
で
、
教
師
の
労
を
要
す
る
こ
と
が
多
い

様
で
あ
る
。（
明
治
三
四
年
二
月
）

中
学
校
の
中
に
は
「
尋
常
中
学
校
国
語
科
教
授
細
目
」
以
前
か
ら
の
教
科
書
を

用
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
解
説
や
文
例
の
量
が
多
い
こ
と
で

生
じ
る
問
題
は
当
然
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
分
量
が
少

な
い
も
の
も
「
無
味
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
分
量
を
補
う
た
め
の
「
読

本
と
の
連
係
」
が
あ
ま
り
ス
ム
ー
ズ
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。「
読
本
と
の
連
係
」
と
言
っ
て
も
、
文
例
と
な
る
作
品
は
読
本
の

様
々
な
巻
に
点
在
し
て
お
り
、
文
例
を
用
い
て
文
学
史
を
教
授
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
生
徒
は
文
学
史
の
内
容
に
応
じ
、
何
種
類
も
の
読
本
を
使
い
分
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
読
本
を
使
っ
て
の
文
学
史
の
授
業
は
、
現
実
に
は
難
し
い
方
法

で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
結
果
、
文
例
の
な
い
形
で
教
科
書
を
読
み
進
め
て

い
く
授
業
が
展
開
さ
れ
れ
ば
、「
無
味
」
と
感
じ
る
の
も
想
像
に
難
く
な
い
。『
新

体
日
本
文
学
史
』【
12
】
に
も
「
本
書
は
文
例
に
て
無
慮
百
数
頁
を
塞
ぎ
た
れ
ど
、

か
く
せ
ば
、
い
か
な
る
短
時
間
に
も
容
易
に
か
つ
面
白
く
教
授
す
る
事
を
う
べ
か

ら
む
。
か
の
世
に
ふ
る
し
た
る
文
学
史
教
科
書
が
、
更
に
文
例
な
く
し
て
空
理
空

論
を
語
り
、
生
徒
を
し
て
頻
に
嫌
忌
の
情
を
起
さ
し
む
る
も
の
よ
り
、
遙
に
勝
り

た
る
べ
し
。」
と
、
文
例
を
多
く
削
除
す
る
教
科
書
が
あ
る
一
方
で
、
文
例
を
多

く
収
録
す
る
教
科
書
が
何
種
類
も
刊
行
さ
れ
て
い
く
の
に
は
、
そ
う
し
た
事
情
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
明
治
三
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
に
は
「
国
語
及
漢
文
ハ
現
時
ノ

国
文
ヲ
主
ト
シ
テ
講
読
セ
シ
メ
進
ミ
テ
ハ
近
古
ノ
国
文
ニ
及
ホ
シ
」
と
あ
り
、
法



四
〇

明
治
期
の
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
実
態
と
そ
の
変
遷
（
都
築
）

令
上
「
講
読
」
の
文
章
は
近
古
以
降
か
ら
し
か
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

一
方
、「
国
文
学
史
」
は
明
治
三
五
年
「
中
学
校
教
授
要
目
」
に
「
上
古
文
学
ノ

一
斑
ヲ
モ
窺
ハ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
上
代
文
・
中
古
文
に
関
す
る
内

容
と
文
例
は
「
国
文
学
史
」
で
教
授
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
、
上
代
文
・
中

古
文
は
「
講
読
」
の
授
業
で
は
扱
わ
な
い
が
、「
国
文
学
史
」
の
授
業
で
は
扱
う

と
い
う
区
分
が
法
令
の
上
で
は
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
に
対
し
て
実
際
の
国
文
学
史
教
科
書
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。『
刪

定
日
本
文
学
小
史
』【
９
】
緒
言
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

文
章
、
歌
謡
等
の
例
証
は
、
頗
る
之
を
割
愛
し
て
、
た
ゞ
各
時
代
、
各
種
の

文
学
の
標
本
と
な
る
べ
き
も
の
ゝ
、
一
二
を
示
す
に
止
め
た
り
。
而
し
て
、

記
紀
、
万
葉
の
歌
謡
、
祝
詞
、
宣
命
等
の
、
漢
字
の
み
に
て
綴
ら
れ
た
る
も

の
に
は
、
適
宜
に
仮
名
を
交
へ
、
伊
勢
、
源
氏
等
の
仮
名
文
に
は
、
漢
字
を

混
じ
、
ま
た
並
に
句
読
点
を
加
へ
て
、
読
者
を
し
て
無
益
の
労
を
避
け
し
め

た
り
。
但
し
其
本
来
の
体
裁
は
、
本
文
に
於
て
之
を
明
か
に
せ
り
。（
明
治

三
五
年
一
月
）

こ
こ
で
は
上
代
文
・
中
古
文
に
読
み
慣
れ
て
い
な
い
生
徒
で
も
学
習
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
、
適
宜
語
句
を
仮
名
や
漢
字
に
直
し
た
り
、
句
読
点
を
加
え
る
な

ど
表
記
の
仕
方
を
改
め
る
と
い
っ
た
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
の

本
文
の
表
記
を
改
め
る
と
な
れ
ば
、「
文
体
の
変
遷
」
を
学
ぶ
こ
と
に
対
し
て
矛

盾
を
き
た
す
た
め
、
本
文
の
解
説
に
よ
っ
て
元
々
の
体
裁
を
示
す
と
い
う
形
を
取

る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
中
学
国
文
学
史
』【
11
】
凡
例
（
記

載
年
月
不
明
）
に
も
「
上
古
の
文
学
に
つ
き
て
は
、
こ
と
に
、
簡
略
に
叙
述
し
た

り
。
こ
れ
、
あ
ま
り
に
古
樸
幽
遠
に
し
て
、
生
徒
を
し
て
、
容
易
に
悟
ら
し
め
難

き
所
、
少
か
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。」
と
あ
り
、「
国
文
学
史
」
で
上
代
文
・
中
古

文
を
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
や
は
り
生
徒
の
理
解
が
覚
束
な
い
と
い
う
点

で
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
数
年
経
っ
た
後
も
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
国

文
学
史
提
要
』【
21
】
凡
例
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

従
来
、
同
種
の
教
科
書
多
し
と
雖
ど
も
、
皆
分
量
多
き
に
過
ぎ
た
る
の
み
な

ら
ず
、
或
は
複
雑
な
る
文
体
上
の
分
類
、
綿
密
な
る
時
代
の
区
画
等
を
企
て

て
、
文
学
そ
の
も
の
ゝ
大
体
の
変
遷
に
至
つ
て
は
、
却
つ
て
茫
漠
た
る
の
嫌

な
き
に
非
ず
。（
明
治
三
九
年
初
秋
）

「
国
文
学
史
」
は
「
中
学
校
教
授
要
目
」
を
見
る
と
、「
第
五
学
年
第
三
学
期
」

に
「
毎
週
三
時
」
配
当
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
通
史
的
な
内
容
を
教
授
す
る

に
は
極
め
て
少
な
い
授
業
時
数
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
内
容
を
ど
の
程
度
教
授

す
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
そ
の
適
当
な
内
容
や
分
量
が
未
だ
決

定
さ
れ
ず
に
い
る
こ
と
が
、
こ
の
凡
例
か
ら
は
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た

国
文
学
史
教
育
の
問
題
が
、
結
果
明
治
四
〇
年
「
師
範
学
校
規
程
」
に
影
響
を
与

え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
師
範
学
校
規
程
」
に
は
「
国
語
及
漢
文
ハ
現

時
ノ
国
文
ヲ
主
ト
シ
テ
講
読
セ
シ
メ
進
ミ
テ
ハ
近
古
ノ
国
文
ニ
及
ホ
シ
」
と
、
明

治
三
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
と
同
様
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

に
「
国
文
学
史
」
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
法
令
上
、
師
範
学
校
で
は
明
治
四
〇

年
の
時
点
で
「
国
文
学
史
」
は
教
育
内
容
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る

5

。
こ
う
し
た
動
き
は
そ
の
後
の
明
治
四
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
改
正
に



四
一

明
治
期
の
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
実
態
と
そ
の
変
遷
（
都
築
）

も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
検
定
済
教
科
用
図
書
表
』
に
よ
れ
ば
、
明

治
三
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
以
降
明
治
四
〇
年
「
師
範
学
校
規
程
」
ま
で

の
間
で
、
修
正
に
よ
る
も
の
も
含
め
て
二
三
種
の
教
科
書
が
検
定
を
通
過
し
て
い

る
が
、「
師
範
学
校
規
程
」
以
後
中
学
校
の
教
育
内
容
か
ら
「
国
文
学
史
」
が
消

え
る
明
治
四
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
改
正
ま
で
の
間
で
、
検
定
を
通
過
し

た
教
科
書
は
二
種
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
見
て
「
師
範
学
校
規
程
」
を

境
に
、
明
治
四
〇
年
以
降
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
は
衰
退
し
て
い
っ

た
と
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る

6

。

四
、 

明
治
期
国
文
学
史
教
科
書
に
収
録
さ
れ
た
中
古
文
・
近
古

文
の
文
例
に
つ
い
て

前
節
ま
で
は
教
科
書
の
緒
言
を
中
心
に
国
文
学
史
教
育
の
実
態
に
迫
っ
て
い
っ

た
が
、
本
節
で
は
各
教
科
書
の
文
例
の
収
録
状
況
を
基
に
、
明
治
期
ど
の
よ
う
な

文
章
が
規
範
と
さ
れ
、
教
授
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
特
に
こ
こ

で
は
読
本
と
の
関
連
を
具
体
的
に
見
て
い
く
た
め
に
、
中
古
文
・
近
古
文
の
文
例

に
絞
っ
て
そ
の
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。

明
治
期
に
検
定
を
受
け
た
国
文
学
史
教
科
書
は
全
三
四
種
（
修
正
に
よ
る
も
の

も
含
め
て
認
可
二
八
種
、
不
認
可
・
無
効
六
種

7

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
科
書

に
収
録
さ
れ
た
中
古
文
・
近
古
文
の
文
例
一
覧
が
表
Ⅰ
に
な
る
。
国
文
学
史
教
科

書
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
授
業
時
数
が
少
な
い
た
め
、
文
例
を
ど
う
扱

う
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
が
、
文
例
は
【
21
】
以
外
す
べ
て
の
教
科
書
に
見
ら
れ

る
。
こ
の
点
か
ら
「
国
文
学
史
」
の
教
授
に
お
い
て
文
例
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
分
量
に
つ
い
て
は
各
教
科
書
ご
と
に
違
い
が
見
ら

れ
る
。
特
徴
ご
と
に
分
類
す
れ
ば
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
近
古
文
を
少
な

く
、
中
古
文
を
重
点
的
に
収
録
す
る
と
い
う
編
纂
方
針
で
、
読
本
と
の
連
係
を
意

識
し
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
【
２
】
の
著
者
で
あ
る
新
保
磐
次
や
【
15
】

の
著
者
で
あ
る
落
合
直
文
は
同
時
期
に
『
中
学
国
文
読
本
』
や
『
中
等
国
語
読

本
』
を
編
纂
し
て
お
り
、「
国
文
学
史
」
と
「
講
読
」
と
を
自
ら
の
著
作
同
士
で

結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
教
科
書
編
集
者
も
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
八
木
雄
一
郎

（
二
〇
一
〇
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

複
数
の
テ
ク
ス
ト
（
国
文
学
史
教
科
書　

引
用
者
）
に
、「
講
読
」
と
の
重

複
を
避
け
よ
う
と
す
る
方
針
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
「
講
読
」
と
「
国
文
学
史
」
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
、
掲
載
さ
れ
る
内

容
や
分
量
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
編
集
上
の
配
慮
が

結
果
的
に
「
国
語
」
と
「
古
典
」
の
分
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る

8

。

し
か
し
、
一
方
で
近
古
文
の
文
例
を
多
く
収
録
す
る
教
科
書
も
見
え
る
。
文
例

と
し
て
多
く
取
ら
れ
た
作
品
は
『
方
丈
記
』『
平
家
物
語
』『
十
六
夜
日
記
』『
徒

然
草
』『
太
平
記
』
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
読
本
で
も
よ
く
収
録
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
読
本
と
の
連
係
を
考
え
ず
、
国
文
学
史
教
科
書
の
み
で
「
国

文
学
史
」
の
教
授
が
で
き
る
よ
う
に
編
纂
さ
れ
た
教
科
書
も
か
な
り
の
割
合
を
占

め
て
い
る
。「
中
古
文
以
前
の
文
章
は
国
文
学
史
教
科
書
、
近
古
文
以
降
の
文
章

は
読
本
」
と
い
っ
た
住
み
分
け
は
、
実
際
の
教
科
書
を
見
て
み
る
と
必
ず
し
も
な

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
近
古
文
を
収
録
し
な
い
国
文
学
史
教
科
書
は
表
Ⅰ



四
二

明
治
期
の
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
実
態
と
そ
の
変
遷
（
都
築
）

を
み
る
と
三
種
で
、
全
体
か
ら
見
れ
ば
少
数
派
で
あ
る
。
こ
の
点
を
重
視
す
れ
ば
、

明
治
期
に
お
け
る
国
文
学
史
教
科
書
の
編
纂
が
「
国
語
」
と
「
古
典
」
の
分
化
に

繋
が
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
中
古
文
の
文
例
は
【
21
】
以
外
の
す
べ
て
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い

る
が
、
収
録
頻
度
の
高
い
作
品
と
し
て
は
『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物

語
』『
土
佐
日
記
』『
枕
草
子
』『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
『
源

氏
物
語
』
と
『
枕
草
子
』
は
調
査
対
象
と
な
っ
た
教
科
書
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
そ
の

文
例
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、「
国
文
学
史
」
を
教
授
す
る
に
あ
た
っ
て
極
め
て
重

要
な
作
品
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
三
四
年
「
中
学
校

令
施
行
規
則
」
以
降
、「
講
読
」
に
お
い
て
中
古
文
は
扱
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、『
旧
制
中
等
教
育
国
語
科
教
科
書
内
容
索
引
』
を
見
る
と
、
そ
れ
以
降

に
刊
行
さ
れ
た
読
本
の
中
に
も
中
古
文
は
収
録
さ
れ
て
い
る

9

。
明
治
三
四
年
か
ら

明
治
四
四
年
の
法
令
改
正
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
読
本
を
索
引
か
ら
あ
げ
る
と
、
全

二
九
種
に
上
る
が
、
前
述
し
た
作
品
ご
と
に
収
録
さ
れ
た
数
を
見
て
み
る
と
次
の

通
り
に
な
る
。

『
竹
取
物
語
』（
二
）、『
伊
勢
物
語
』（
四
）、『
源
氏
物
語
』（
一
）、

『
土
佐
日
記
』（
六
）、『
枕
草
子
』（
一
）、『
栄
花
物
語
』（
一
）、

『
大
鏡
』（
一
一
）

明
治
三
四
年
以
降
明
治
四
四
年
ま
で
の
間
で
、『
竹
取
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
枕

草
子
』『
栄
花
物
語
』
と
い
っ
た
作
品
を
収
録
し
て
い
る
読
本
は
ほ
ぼ
見
当
た
ら

な
い
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
作
品
は
、「
国
文
学
史
」
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
中
等
教

育
の
現
場
で
根
付
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、 

明
治
四
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
改
正
以
後
の
国
文

学
史
教
育
の
状
況

師
範
学
校
で
は
明
治
四
〇
年
「
師
範
学
校
規
程
」
か
ら
、
中
学
校
で
は
明
治

四
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」「
中
学
校
教
授
要
目
」
改
正
に
よ
っ
て
、
法
令

か
ら
「
国
文
学
史
」
は
消
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
国
文
学
史
」
が
教
授
さ
れ
な

く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
浮
田
真
弓
（
二
〇
〇
七
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
国
文
学
史
」
は
多
く
の
時
間
を
割
い
て
指
導
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
明
治
四
四
年
に
は
法
規
上
か
ら
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
「
国

文
学
史
」
の
内
容
が
普
及
さ
れ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
普
及
し
た
か
ら
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
「
国
文

学
史
」
の
教
授
が
不
要
と
判
断
さ
れ
た
の
か
、
不
明
で
あ
る

0

。

浮
田
は
「
国
文
学
史
」
が
教
授
さ
れ
な
く
な
っ
た
理
由
と
し
て
普
及
さ
れ
る
必

要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
国
文
学
史
教

育
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
り
、
普
及
し
た
と
は
到
底
考
え
に
く
い
状
況
が
あ
る
。

ま
た
、「
国
文
学
史
」
の
教
授
が
不
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
大
正

一
四
年
「
師
範
学
校
教
授
要
目
」
改
正
で
再
び
「
国
文
学
史
」
が
中
等
教
育
の
教

育
内
容
と
し
て
表
れ
て
く
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
見
え
て
こ
な
い
。
そ
も
そ
も
明

治
四
四
年
当
時
、
本
当
に
「
国
文
学
史
」
は
教
授
さ
れ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
の

か
、
こ
の
点
を
も
う
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
明
治
四
四
年
に
制
定
さ
れ
た
他
の
法
令
を
見
て
み
る
と
、
同
年
同
日
に

「
高
等
中
学
校
規
程
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
三
條
に
は
「
国
語
及
漢
文



四
三

明
治
期
の
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
実
態
と
そ
の
変
遷
（
都
築
）

ハ
文
科
ニ
在
リ
テ
ハ
近
古
、
中
古
及
上
古
ノ
国
文
並
普
通
ノ
漢
文
ヲ
講
読
セ
シ
メ

又
国
語
ノ
作
文
ニ
習
熟
セ
シ
メ
国
語
文
法
及
国
文
学
史
大
要
ヲ
授
ケ
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
高
等
中
学
校
で
は
、
法
令
上
中
学
校
で
は
学
ば
な
い
上
代
文
や
中
古
文

が
教
授
さ
れ
、「
国
文
学
史
」
も
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
と
中
学
校
で
「
国

文
学
史
」
が
教
授
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
中
学
校
令
施
行
規
則
」

「
中
学
校
教
授
要
目
」
改
正
と
「
高
等
中
学
校
規
程
」
制
定
と
が
同
じ
日
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
関
係
は
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
日
に
制
定
さ
れ

た
「
高
等
中
学
校
令
」
に
は
「
高
等
中
学
校
ニ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
中
学

校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
令
の
初
期
の
段
階

で
は
、
高
等
中
学
校
へ
の
入
学
は
中
学
校
第
四
学
年
修
了
者
か
ら
認
め
る
と
さ
れ

て
い
た

!

。
こ
の
点
を
重
視
す
れ
ば
、
元
々
「
国
文
学
史
」
は
中
学
校
第
五
学
年
の

第
三
学
期
に
学
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
高
等
中
学
校
で
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編

成
す
る
際
、「
国
文
学
史
」
を
中
学
校
か
ら
高
等
中
学
校
で
教
授
す
る
内
容
へ
と

一
段
階
水
準
を
引
き
上
げ
る
措
置
を
行
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

中
学
校
は
近
古
文
ま
で
、
高
等
中
学
校
で
は
上
代
文
・
中
古
文
ま
で
と
「
講
読
」

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
整
備
し
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
代
文
や
中
古
文
の
文
例

を
無
理
な
く
扱
う
こ
と
の
で
き
る
高
等
中
学
校
の
段
階
で
「
国
文
学
史
」
を
教
授

す
る
方
が
都
合
が
よ
い
と
発
想
す
る
の
も
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

師
範
学
校
で
は
「
師
範
学
校
教
授
要
目
」
改
正
で
国
文
学
史
教
育
が
復
活
す
る

と
同
時
に
、
上
代
文
・
中
古
文
が
「
講
読
」
の
内
容
と
し
て
入
っ
て
く
る
。
ま
た
、

「
国
文
学
史
」
は
専
攻
科
で
教
授
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
明
治
期
よ

り
も
一
段
階
そ
の
水
準
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
も
い
る
。
こ
う
し
た
師
範
学
校
に
お

け
る
国
文
学
史
教
育
の
変
遷
か
ら
考
え
て
も
、
明
治
四
四
年
に
「
国
文
学
史
」
が

中
学
校
の
教
育
内
容
か
ら
削
ら
れ
た
の
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
「
国
文
学
史
」
の

教
授
が
高
等
中
学
校
段
階
へ
と
移
行
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。「
国
文
学
史
」
は
普
及
さ
れ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
上
の
変
更
に
よ
っ
て
、
法
令
上
中
学
校
か
ら
そ
の
内
容
が
消
え
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

@

。

六
、
お
わ
り
に

従
来
、
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
状
況
は
、
そ
れ
を
規
定
す
る
法

令
を
中
心
に
そ
の
内
容
や
教
育
方
法
に
つ
い
て
考
察
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
検
定
を
通
過
し
た
教
科
書
か
ら
国
文
学
史
教
育
の
実
態
を
見
て
み
る
と
、
実

際
は
法
令
が
制
定
さ
れ
る
前
か
ら
国
文
学
史
教
育
は
行
わ
れ
て
お
り
、
法
令
は
後

追
い
の
形
で
制
定
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
明
治
期
の
教

育
内
容
が
す
べ
て
国
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
実
際
の
現
場
で

は
独
自
に
教
育
内
容
を
決
め
、
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
例
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。

ま
た
、「
国
文
学
史
」
が
「
古
文
」
の
原
初
的
形
態
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い

が
、「
国
文
学
史
」
に
よ
っ
て
上
代
文
・
中
古
文
が
教
授
さ
れ
て
い
く
状
況
は
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
上
代
文
や
中
古
文
の
教
授
は
「
国
民
思
想
の
変
遷
」
を
理
解
す
る

た
め
に
は
必
要
な
も
の
で
あ
り
、「
国
文
学
史
」
が
法
令
か
ら
消
え
た
と
い
っ
て

も
、
そ
の
教
育
的
意
義
は
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
等
教
育
に

お
け
る
国
文
学
史
教
育
は
大
正
一
四
年
「
師
範
学
校
教
授
要
目
」
改
正
、
昭
和
六



四
四

明
治
期
の
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
実
態
と
そ
の
変
遷
（
都
築
）

年
「
中
学
校
教
授
要
目
」
改
正
に
よ
っ
て
再
び
熱
を
帯
び
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

一
方
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
中
等
教
育
の
現
場
で
上
代
文
や
中
古
文
が
教
授
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
空
白
の
期
間
で
あ
る
大
正
期
に
、
上
代

文
や
中
古
文
が
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
の
か
、
教
科
書
レ
ベ
ル
で
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

注1

　

 

戦
前
の
国
文
学
史
教
育
に
関
し
て
は
、
八
木
雄
一
郎
（
二
〇
〇
九
）「
中
学
校
教

授
要
目
に
お
け
る
教
科
内
容
決
定
の
根
拠―

「
講
読
」（「
国
語
講
読
」）
お
よ
び
「
国

文
学
史
」
の
規
定
の
変
遷
と
そ
の
意
味―

」『
学
校
教
育
学
研
究
紀
要
』
第
二
号
な

ど
、
八
木
雄
一
郎
の
一
連
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

2

　

 

教
科
書
の
出
版
年
月
日
と
緒
言
・
凡
例
の
記
さ
れ
た
時
期
は
一
致
し
な
い
た
め
、

緒
言
・
凡
例
に
つ
い
て
は
引
用
の
後
（　

）
で
そ
の
記
さ
れ
た
時
期
を
示
す
こ
と

に
す
る
。
取
り
上
げ
た
教
科
書
は
表
Ⅰ
と
対
応
し
て
い
る
。
検
定
を
通
過
し
た
教

科
書
は
年
代
順
で
通
し
番
号
を
振
っ
た
。
検
定
不
認
可
・
検
定
願
無
効
の
教
科
書

は
年
代
順
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
振
っ
た
。
た
だ
し
、
上
田
万
年
『
国
文
学
』
は

近
世
編
の
み
が
刊
行
さ
れ
た
だ
け
な
の
で
除
外
し
た
。
な
お
、
検
定
通
過
の
教
科

書
は
、
文
部
省
『
検
定
済
教
科
用
図
書
表
』（
二
）・（
三
）（
中
村
紀
久
二
編
「
教

科
書
研
究
資
料
文
献
」
第
四
集
・
第
五
集
、
芳
文
閣
、
一
九
八
五
年
）
に
記
載
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
検
定
不
認
可
・
検
定
願
無
効
の
教
科
書
に
関
し
て
は
、

東
書
文
庫
蔵
本
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

3

　

 『
刪
訂
国
文
学
小
史
』【
４
】
凡
例
（
明
治
三
三
年
八
月
）
に
は
「
本
書
は
中
学
校
・

師
範
学
校
・
高
等
女
学
校
の
生
徒
用
教
科
書
並
に
国
文
学
研
究
者
の
自
修
用
書
と

し
て
編
述
し
た
る
も
の
な
り
」
と
あ
り
、
高
等
女
学
校
で
も
法
令
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
以
前
か
ら
「
国
文
学
史
」
が
教
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

4

　

 

高
津
鍬
三
郎
は
「
尋
常
中
学
校
国
語
科
の
要
領
」
の
作
成
に
関
わ
っ
て
お
り
、
ま

た
「
尋
常
中
学
校
国
語
科
教
授
細
目
」
の
調
査
委
員
に
も
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

八
木
雄
一
郎
（
二
〇
〇
七
）「「
国
語
」
と
「
古
文
」
の
境
界
線
を
め
ぐ
る
対
立―

『
尋

常
中
学
校
教
科
細
目
調
査
報
告
』（
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
）
に
お
け
る
上
田

万
年
と
小
中
村
義
象―

」『
国
語
科
教
育
』
第
六
一
集
、
三
二
・
三
三
頁
に
は
「
中

学
校
教
授
要
目
」
と
高
津
と
の
関
連
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、『
日
本
文
学
史
』
刊
行

か
ら
「
中
学
校
教
授
要
目
」
ま
で
、
国
文
学
史
教
育
の
一
連
の
流
れ
に
高
津
は
大

き
く
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

5

　

 

文
部
省
『
現
在
使
用
教
科
図
書
表
』
明
治
四
三
年
度
（
中
村
紀
久
二
編
「
教
科
書

研
究
資
料
文
献
」
第
一
一
集
、
芳
文
閣
、
一
九
九
二
年
）
に
は
、
多
く
の
師
範
学

校
で
国
文
学
史
教
科
書
が
用
い
ら
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
り
、
法
令
以
後
も
実
際
は

国
文
学
史
教
育
が
以
前
と
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

6

　

 

八
木
雄
一
郎
（
二
〇
〇
八
）「
中
学
校
教
授
要
目
改
正
（
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）

年
）
に
お
け
る
「
国
文
学
史
」
廃
止
の
意
味
」『
学
校
教
育
学
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、

五
九
頁
で
、
明
治
四
二
年
の
中
学
校
長
会
議
答
申
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

そ
れ
以
前
か
ら
「
国
文
学
史
」
は
廃
止
の
方
向
で
進
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

7

　

 

東
書
文
庫
に
あ
る
【
Ｃ
】【
Ｅ
】【
Ｆ
】
の
付
箋
を
見
る
と
、
不
認
可
の
主
な
理
由

は
史
実
と
の
違
い
や
曲
解
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、【
Ａ
】
〜
【
Ｃ
】
は

他
の
教
科
書
に
比
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
【
Ａ
】
は
同
時
期

の
も
の
と
比
べ
て
そ
の
分
量
が
か
な
り
多
く
、【
Ａ
】
の
刪
定
版
で
あ
る
【
４
】
は

検
定
を
通
過
し
て
い
る
。
ま
た
【
Ｂ
】
は
「
尋
常
中
学
校
国
語
科
教
授
細
目
」
に

合
わ
せ
、
全
二
十
回
で
そ
の
内
容
が
終
わ
る
よ
う
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

【
Ｃ
】
は
本
文
が
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
の
文
で
あ
る
。
許
可
さ
れ
た
教
科
書
と

比
較
す
る
と
、
そ
の
分
量
や
形
態
が
大
き
く
異
な
る
教
科
書
が
不
認
可
に
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
検
定
の
結
果
、
分
量
の
減
少
と
と
も
に
『
日
本
文
学
史
』
の
形

態
に
則
し
た
教
科
書
だ
け
が
残
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
8

　

 

八
木
雄
一
郎
（
二
〇
一
〇
）「
中
学
校
教
授
要
目
（
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
）

の
制
定
に
伴
う
「
国
文
学
史
」
観
の
確
立―

明
治
二
〇
年
代
と
三
〇
年
代
の
「
国

文
学
史
」
テ
ク
ス
ト
の
比
較
か
ら―

」『
信
大
国
語
教
育
』
第
二
〇
号
、
一
〇
頁

　

9

　
 

田
坂
文
穂
（
一
九
八
四
）『
旧
制
中
等
教
育
国
語
科
教
科
書
内
容
索
引
』（
教
科
書

研
究
セ
ン
タ
ー
）

　

0

　

 

浮
田
真
弓
（
二
〇
〇
七
）「
教
育
内
容
と
し
て
の
「
国
文
学
史
」―

国
民
国
家
成

立
期
の
「
国
文
学
」
概
念
の
普
及
と
諸
相―

」『
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
研
究
論



四
五

明
治
期
の
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
実
態
と
そ
の
変
遷
（
都
築
）

文
集
』
第
一
二
集
第
一
号
、
八
九
頁

　
!

　
 

教
育
史
編
纂
会
（
一
九
三
九
）『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
』（
教
育
資
料
調
査

会
）
第
五
巻
、
一
三
五
〜
一
三
七
頁

　

@

　

 
前
掲
八
木
「
中
学
校
教
授
要
目
改
正
（
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
）
に
お
け
る

「
国
文
学
史
」
廃
止
の
意
味
」
六
四
頁
に
は
、「
国
文
学
史
」
が
廃
止
に
な
っ
た
理

由
と
し
て
次
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

中
学
校
の
役
割
が
「
エ
リ
ー
ト
教
育
」
か
ら
変
化
し
つ
つ
あ
る
中
で
、

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
の
「
要
目
」
は
そ
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
様
々
な
教
育
誌
上
で
「
普
通
教
育
」
の

範
囲
や
程
度
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
国
語
教
育
に
お
い
て
は
「
国

文
学
史
」
が
そ
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
は
「
普
通

教
育
」
の
内
容
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
、
答
申

や
「
改
正
」
に
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

 
 

し
か
し
、『
新
体
国
文
学
史
教
科
書
』【
18
】
訂
正
四
版
の
端
書
「
増
訂
に
つ
い
て
」

（
大
正
一
〇
年
七
月
）
に
は
「
中
等
学
校
の
学
科
目
よ
り
日
本
文
学
史
の
除
か
れ
し

に
よ
り
、
こ
れ
を
絶
版
し
た
り
。
然
る
に
最
近
に
至
り
、
諸
学
校
よ
り
本
書
の
再

版
を
促
す
声
頻
繁
な
る
を
以
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
中
等
教
育
の
現
場

で
は
、
大
正
期
に
入
っ
た
後
も
「
国
文
学
史
」
の
内
容
は
教
授
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

※ 

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
東
書
文
庫
・
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
研
究
情
報
セ
ン
タ
ー

教
育
図
書
館
の
資
料
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深
謝
い
た
し
ま
す
。



四
六

明
治
期
の
中
等
教
育
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お
け
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国
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学
史
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育
の
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と
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表Ⅰ　明治期　国文学史教科書　文例（中古文・近古文）一覧

　 【 1】 【 2】 【 3】 【 4】 【 5】 【 6】 【 7】 【 8】 【 9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 合計 【A】 【B】 【C】 【D】 【E】 【F】
古今和歌集序 ● ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 ● 　 　 　
大堰川行幸和歌序 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 ● ● 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 ● 　 　 　 　 　
竹取物語 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 　 ● 　 　 ● 　 16 ● 　 ● ● ● ●
大和物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
伊勢物語 ● ● ● 　 ● 　 ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● 18 ● 　 ● ● ● ●
源氏物語 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● 22 ● ● ● ● ● ●
土佐日記 ● ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● 20 ● 　 ● ● ● ●
紫式部日記 ● 　 　 ● 　 　 　 　 ● ● ● ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 ● 　 ● ● 　 　
更級日記 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
枕草子 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● 22 ● ● ● ● ● ●
栄花物語 ● ● ● ● 　 　 　 ● ● ● ● ● 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 10 ● 　 ● 　 ● 　
大鏡 ● 　 　 ● 　 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 　 　 ● 　 14 ● 　 ● 　 　 　
今昔物語 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 　 ● 　 　 　 　 ● 　 　 ● 7 　 　 ● 　 ● ●
宇治大納言物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 ● 　 　 　 　 　
宇治拾遺物語 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
方丈記 ● 　 ● ● 　 　 ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● 　 　 　 14 ● ● 　 ● ● ●
保元物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 ● 　 　 　 ● 　
平治物語 ● 　 　 　 　 　 ● 　 　 ● 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　
平家物語 ● 　 ● ● 　 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● 　 ● ● ● 　 　 　 15 ● 　 　 ● 　 ●
源平盛衰記 ● 　 ● ● 　 　 　 　 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 ● ● 　 ● ● 　
曾我物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 ● 　 　 　 　 　
定家御消息 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 ● 　 　 　 　 　
水鏡 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ● 　 　
十訓抄 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 ● 　 　 　 　 　
古今著聞集 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 ● 　 ● 　 　
十六夜日記 ● ● ● ● 　 　 ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 14 ● ● 　 ● 　 　
東関紀行 　 　 　 ● 　 　 　 ● 　 　 ● ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 5 　 　 　 ● 　 　
徒然草 ● 　 ● ● 　 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● 　 　 　 15 ● ● 　 ● 　 　
神皇正統記 ● 　 ● ● 　 　 ● ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 9 ● ● 　 ● ● 　
太平記 ● ● ● ● 　 　 　 ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 12 ● ● 　 ● 　 　
増鏡 　 　 ● ● 　 　 　 ● 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 ● 　 　 ● 　 　
公事根源 ● 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
文明一統志 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　
道ゆきぶり 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　
吉野拾遺 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　

御伽草子 　 　 　 鉢か
づき 　 　 　 　 　 　 一寸

法師
一寸
法師 　 一寸

法師 　 　 物臭
太郎 　 　 　 　 　 　 5 鉢か

づき 　
柿本
ノ系
図

一寸
法師 　 　

謡曲 熊野 竹生
島

竹生
島 高砂 松風 鉢木 羽衣 老松 羽衣 鶯 白楽

天 羽衣 松風 鉢木 　 敦盛 船弁
慶 八島 羽衣 羽衣 　 　 景清 20 高砂 　 景清 竹生

島 熊野 鉢木

狂言 　 　 桜諍 柿山
伏 　 　 いろ

は
成上
り物 　 桜諍 　 萩大

名 　 　 　 　 柿山
伏 　 　 　 　 　

どぶ
かっ
ちり

8 柿山
伏 　

ドブ
カツ
チリ

　 萩大
名

萩大
名

合計 22 10 18 26 5 6 14 16 16 26 18 24 11 19 8 14 10 5 10 13 0 6 7 　 　 　 　 　 　 　
撰集
抄 　 　 海道

記 　 　

海道
記 　 　 　 　 　

27 9 13 20 13 10



四
七

明
治
期
の
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
実
態
と
そ
の
変
遷
（
都
築
）

表Ⅰ　明治期　国文学史教科書　文例（中古文・近古文）一覧

　 【 1】 【 2】 【 3】 【 4】 【 5】 【 6】 【 7】 【 8】 【 9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 合計 【A】 【B】 【C】 【D】 【E】 【F】
古今和歌集序 ● ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 ● 　 　 　
大堰川行幸和歌序 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 ● ● 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 ● 　 　 　 　 　
竹取物語 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 　 ● 　 　 ● 　 16 ● 　 ● ● ● ●
大和物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
伊勢物語 ● ● ● 　 ● 　 ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● 18 ● 　 ● ● ● ●
源氏物語 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● 22 ● ● ● ● ● ●
土佐日記 ● ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● 20 ● 　 ● ● ● ●
紫式部日記 ● 　 　 ● 　 　 　 　 ● ● ● ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 ● 　 ● ● 　 　
更級日記 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
枕草子 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● 22 ● ● ● ● ● ●
栄花物語 ● ● ● ● 　 　 　 ● ● ● ● ● 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 10 ● 　 ● 　 ● 　
大鏡 ● 　 　 ● 　 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 　 　 ● 　 14 ● 　 ● 　 　 　
今昔物語 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 　 ● 　 　 　 　 ● 　 　 ● 7 　 　 ● 　 ● ●
宇治大納言物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 ● 　 　 　 　 　
宇治拾遺物語 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
方丈記 ● 　 ● ● 　 　 ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● 　 　 　 14 ● ● 　 ● ● ●
保元物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 ● 　 　 　 ● 　
平治物語 ● 　 　 　 　 　 ● 　 　 ● 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　
平家物語 ● 　 ● ● 　 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● 　 ● ● ● 　 　 　 15 ● 　 　 ● 　 ●
源平盛衰記 ● 　 ● ● 　 　 　 　 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 ● ● 　 ● ● 　
曾我物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 ● 　 　 　 　 　
定家御消息 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 ● 　 　 　 　 　
水鏡 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ● 　 　
十訓抄 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 ● 　 　 　 　 　
古今著聞集 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 ● 　 ● 　 　
十六夜日記 ● ● ● ● 　 　 ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 14 ● ● 　 ● 　 　
東関紀行 　 　 　 ● 　 　 　 ● 　 　 ● ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 5 　 　 　 ● 　 　
徒然草 ● 　 ● ● 　 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● 　 　 　 15 ● ● 　 ● 　 　
神皇正統記 ● 　 ● ● 　 　 ● ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 9 ● ● 　 ● ● 　
太平記 ● ● ● ● 　 　 　 ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 12 ● ● 　 ● 　 　
増鏡 　 　 ● ● 　 　 　 ● 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 ● 　 　 ● 　 　
公事根源 ● 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
文明一統志 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　
道ゆきぶり 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　
吉野拾遺 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　

御伽草子 　 　 　 鉢か
づき 　 　 　 　 　 　 一寸

法師
一寸
法師 　 一寸

法師 　 　 物臭
太郎 　 　 　 　 　 　 5 鉢か

づき 　
柿本
ノ系
図

一寸
法師 　 　

謡曲 熊野 竹生
島

竹生
島 高砂 松風 鉢木 羽衣 老松 羽衣 鶯 白楽

天 羽衣 松風 鉢木 　 敦盛 船弁
慶 八島 羽衣 羽衣 　 　 景清 20 高砂 　 景清 竹生

島 熊野 鉢木

狂言 　 　 桜諍 柿山
伏 　 　 いろ

は
成上
り物 　 桜諍 　 萩大

名 　 　 　 　 柿山
伏 　 　 　 　 　

どぶ
かっ
ちり

8 柿山
伏 　

ドブ
カツ
チリ

　 萩大
名

萩大
名

合計 22 10 18 26 5 6 14 16 16 26 18 24 11 19 8 14 10 5 10 13 0 6 7 　 　 　 　 　 　 　
撰集
抄 　 　 海道

記 　 　

海道
記 　 　 　 　 　

27 9 13 20 13 10



四
八

明
治
期
の
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育
の
実
態
と
そ
の
変
遷
（
都
築
）

【
1
】 教
科
適
用
日
本
文
学
小
史
・
上
下　

三
上
参
次
・
高
津
鍬
三
郎　

27
／
7
／
30
（
訂
正
三
版
）　

師
・（
女
）　

※
1

【
2
】 中
学
国
文
史　

新
保
磐
次　

30
／
4
／
25
（
訂
正
再
版
）　

中

【
3
】 日
本
文
学
史
要　

佐
々
政
一　

32
／
2
／
13
（
訂
正
再
販
）　

中
・（
女
）

【
4
】 刪
定
国
文
学
小
史　

和
田
萬
吉
・
永
井
一
孝　

34
／
3
／
15
（
訂
正
再
版
）　

中
・（
師
）

【
5
】 中
等
教
科
日
本
文
学
史　

内
海
弘
蔵
（
著
）・
落
合
直
文
（
閲
）　

34
／
3
／
23
（
訂
正
四
版
）　

中

【
6
】 日
本
文
学
史
教
科
書　

藤
岡
作
太
郎　

34
／
12
／
26
（
修
正
再
版
）　

中
・（
女
）

【
7
】 国
文
学
史
教
科
書　

高
野
辰
之　

35
／
3
／
18
（
訂
正
再
版
）　

中

【
8
】 中
等
教
科
日
本
文
学
史　

笹
川
種
郎　

35
／
4
／
3
（
訂
正
再
版
）　

中

【
9
】 刪
定
日
本
文
学
小
史　

三
上
参
次
・
高
津
鍬
三
郎　

35
／
4
／
11
（
訂
正
五
版
）　

師
・（
中
）

【
10
】 中
等
国
文
学
史　

大
林
弘
一
郎　

35
／
6
／
28
（
訂
正
三
版
）　

中

【
11
】 中
学
国
文
学
史　

弘
文
館　

35
／
11
／
5
（
訂
正
再
版
）　

中

【
12
】 新
体
日
本
文
学
史　

塩
井
正
男
・
高
橋
龍
雄　

35
／
12
／
27
（
訂
正
四
版
）　

中

【
13
】 国
文
学
史
教
科
書　

落
合
直
文
・
内
海
弘
蔵　

36
／
8
／
13
（
訂
正
再
版
）　

中
・（
師
）・（
女
）

【
14
】 日
本
文
学
史　

池
辺
義
象　

36
／
8
／
23
（
訂
正
再
版
）　

中

【
15
】 訂
正
中
等
国
語
読
本
附
録
国
文
学
史　

落
合
直
文　

36
／
11
／
27
（
訂
正
二
十
六
版
）　

中

【
16
】 国
文
学
史
教
科
書　

鈴
木
暢
幸
（
著
）・
芳
賀
矢
一
（
閲
）　

36
／
12
／
13
（
初
版
）　

中
・
（
女
）　

※
2

【
17
】 国
文
学
史
教
科
書　

小
倉
博　

37
／
1
／
22
（
修
正
再
版
）　

中

【
18
】 新
体
日
本
文
学
史
教
科
書　

藤
岡
作
太
郎　

37
／
9
／
23
（
訂
正
再
版
）　

中
・
師

【
19
】 提
要
日
本
文
学
史　

笹
川
種
郎　

37
／
12
／
22
（
訂
正
再
版
）　

中
・
師

【
20
】 日
本
文
学
史　

境
野
正
（
著
）・
芳
賀
矢
一
（
閲
）　

38
／
1
／
23
（
訂
正
第
二
版
）　

中
・
師

【
21
】 国
文
学
史
提
要　

佐
々
政
一　

39
／
11
／
16
（
訂
正
再
版
）　

中
・（
女
）

【
22
】 日
本
文
学
史
綱　

畠
山
健　

40
／
1
／
17
（
訂
正
再
版
）　

中
・
師
・（
女
）

【
23
】 新
体
国
文
学
史
教
本　

岡
井
慎
吾　

43
／
2
／
18
（
訂
正
再
版
）　

中　

【
A
】 国
文
学
小
史　

和
田
萬
吉
・
永
井
一
孝　

32
／
12
／
22
（
初
版
）　

検
定
不
認
可

【
B
】 日
本
文
学
史
教
科
書　

鈴
木
忠
孝　

33
／
4
／
28
（
初
版
）　

検
定
不
認
可

【
C
】 新
体
日
本
文
学
史　

岡
井
慎
吾
（
著
）・
藤
井
乙
男
（
閲
）　

35
／
11
／
15
（
初
版
）　

検
定
不
認
可

【
D
】 国
文
学
史
綱　

木
寺
柳
次
郎
・
龍
澤
良
吉　

35
／
12
／
26
（
初
版
）　

検
定
願
無
効

【
E
】 日
本
文
学
史
要　

佐
藤
正
範
（
著
）・
芳
賀
矢
一
（
閲
）　

41
／
10
／
15
（
初
版
）　

検
定
不
認
可

【
F
】 日
本
文
学
史
要　

佐
藤
正
範
（
著
）・
芳
賀
矢
一
（
閲
）　

43
／
5
／
14
（
初
版
）　

検
定
不
認
可

※
1
…
発
行
年
月
日
は
上
巻
の
奥
付
に
基
づ
く
。

※
2
…
検
定
を
通
過
し
た
も
の
は
「
明
治
37
年
2
月
29
日
（
訂
正
三
版
）」
の
も
の
で
あ
る
。

○ 『
検
定
済
教
科
用
図
書
表
』（
二
）・
（
三
）
に
基
づ
き
、
認
可
を
受
け
た
版
の
教
科
書
を
一
覧
に
し
、

発
行
年
月
日
を
記
し
た
。
た
だ
し
、【
16
】
は
検
定
を
通
過
し
た
版
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
初

版
の
記
載
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
お
、
認
可
さ
れ
た
校
種
も
付
記
し
た
が
、（　

）
は
『
現
在
使
用
教

科
図
書
表
』
明
治
四
十
年
度
・
明
治
四
三
年
度
に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、【
E
】・

【
F
】
は
「
不
許
可
」「
適
規
定
」
両
方
の
内
容
を
記
し
た
付
箋
を
持
つ
が
、『
検
定
済
教
科
用
図
書
表
』

に
は
記
載
の
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
検
定
不
認
可
と
し
て
扱
っ
た
。

○ 

改
訂
し
、
複
数
回
検
定
を
通
過
し
た
教
科
書
は
、
最
初
に
検
定
を
通
過
し
た
も
の
の
み
を
挙
げ
る
こ

と
に
す
る
。
た
だ
し
、
今
回
調
査
し
た
文
例
に
関
し
て
、
改
訂
後
の
教
科
書
と
の
間
に
文
例
の
種
類

で
変
更
が
あ
っ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、【
6
】
と
【
18
】
の
よ
う
な
同
種
の
教
科
書
の
よ
う
に

見
え
て
も
、
初
版
の
発
行
年
月
日
が
異
な
る
場
合
に
は
新
た
に
項
目
を
設
け
た
。
さ
ら
に
刪
定
版
の

教
科
書
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
体
裁
が
刪
定
前
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
立
項
し
た
。

○ 

教
科
書
に
よ
っ
て
は
吾
妻
鏡
の
よ
う
な
漢
文
体
の
文
例
や
韻
文
の
文
例
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
表
で
は
省
略
し
た
。


